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本誌では、日本公認会計士協会常務理事の岸上恵子氏がロン

ドンの国際会計基準審議会（IASB）オフィスを訪問されたの

を機に、IASBボードメンバーであるSuzanneLloyd氏及びエグ

ゼクティブ・テクニカル・ディレクターのHughShields氏、

IASBの客員研究員である倉持亘一郎氏にお集まりいただき、

「IASBアジェンダ協議2015」をテーマとして、インタビューを

実施した（なお、本インタビューは「アジェンダ協議2015」の

公表直前に実施されている。）。インタビューでは、そもそもア

ジェンダ協議とは何か、アジェンダ協議2015の概要、IFRS財

団から公表されている意見募集「体制と有効性に関する評議員

会のレビュー」との関係、さらには、業種別会計、のれんの会

計処理、業績報告に関するプロジェクト、収益認識プロジェク

トの動向などについてお話をうかがった。IASBの今後の動向

を把握するためにも、是非、ご一読いただきたい。

（機関誌編集員会）
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倉 持 2015年12月末にかけて、

IASBは、二度目となるアジェンダ

協議の意見募集を行います。アジェ

ンダ協議は、IASBが優先的に取り

組むべき課題について、世界中の関

係者の意見を聞く重要なプロセスで

す。特に、日本では国際財務報告基

準（IFRS）の任意適用がここ数年

で急速に拡大しましたので、現在

IFRSを適用していても2011年に行

われた前回のアジェンダ協議をご存

じない方々もいらっしゃると思いま

す。今日は、アジェンダ協議を取り

まとめているLloydさん、Shieldsさ

んから、アジェンダ協議とはそもそ

も何なのかといったところからお話

をうかがい、岸上さんから日本の関

係者の視点からのご意見、ご質問を

いただければと思います。

Lloydさんは、IASB理事に就任さ

れる前はIASBの基準設定担当シニ

ア・ディレクターとして、連結、リー

ス、金融商品といったプロジェクト

を担当されていました。また、オー

ストラリア会計基準審議会や投資銀

行でのご経験もおありです。

Shieldsさんは、IASBのエグゼク

ティブ・テクニカル・ディレクター

として、IASBの基準設定プロジェ

クト全体を統括されています。会計・

監査ジャーナルへの登場は今回で二

度目です。これまで監査人として、

欧州の大手金融機関の作成者として、

また基準設定主体としての豊富な経

験をお持ちです。

１．概 観

倉 持 はじめに、そもそもアジェ

ンダ協議とはどういったものかとい

うことからご説明いただけますか。

Shields アジェンダ協議は、

IASBの戦略的な方向性や基準設定

プロジェクトの優先順位について、

世界中の関係者から正式に意見を募

集するプロセスです。アジェンダ協

議は、IASBが基準設定において踏

まなくてはならないプロセスを記述

したデュー・プロセス文書にも正式

に組み込まれている重要なステップ

です。IASBは一度目のアジェンダ

協議を2011年に開始し2012年に終了

しました。今回のアジェンダ協議は

IASBにとって二度目のアジェンダ

協議です。アジェンダ協議は、基準

設定活動におけるリソースをどのプ

ロジェクトに配分すべきか、どうバ

ランスを取るべきかに関してすべて

の利害関係者から意見を聞くための、

とても重要な機会です。

２．アジェンダ協議2011

倉 持 2011年から2012年にかけ

て行われた一度目のアジェンダ協議

（アジェンダ協議2011）では、関係

者からどのような意見が寄せられ、基

準設定活動に反映されたのでしょうか。

Lloyd アジェンダ協議2011に対

して寄せられた主な意見と、IASB

がどのような対応を取ったのかをお

話ししたいと思います。

アジェンダ協議2011に対して寄せ

られた主なメッセージの１つに、多

くの重要な基準開発が行われた期間

がようやく終了したのだから、しば

らく「静止期間（periodofcalm）」

を設けるべきだ、というものがあり

ました。他方で、寄せられたほぼす

べての意見は、概念フレームワーク・

プロジェクトに取り組むことを支持

していました。これは、国・地域、

また、回答者が財務諸表の作成者、

利用者、監査人であるかにかかわら

ず、ほぼ全員の共通した意見でした。

また、適用後レビューやIFRS解釈

指針委員会（以下「解釈指針委員会」

という。）における活動といった

IFRSの実際の適用に関連する活動

に、より多くの時間を割くべきであ

るとの意見も寄せられました。そし

て、新たにIFRSを採用する国々の

ニーズに応えるため、特定の会計基

準に修正を行うべきであるとの意見

も寄せられました。さらには、基準

設定プロセスをより良いものにする

ため、基準開発の初期の段階に、問

題の所在を明らかにするための調査

研究に時間を費やすべきであるとい

う意見も寄せられました。

そして、寄せられた意見に対して

IASBがどのような対応を取ったの

かですが、IASBはこれらの意見を

審議した結果、特に、IFRSの実際

の適用に関連する活動に重点的に取

り組むことを決めました。これは、

解釈指針委員会の活動が増えたこと

に表れていると思いますし、適用後

レビューにも時間を割くようになっ

たことにも表れています。また、概

念フレームワークの優先順位を高め、

特に日本の関係者から有益な意見が

寄せられた、その他の包括利益

（OCI）やリサイクリングなどの問

題の検討も重点的に行ってきました。

さらに、主要プロジェクトの数は減

らし、多くの調査研究活動を進めて

います。これは、実際に基準設定を

開始する前に、問題の所在を明らか

にする調査研究を重視するという、
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新しい基準設定のスタイルです。この

ように、現在のIASBの活動は、2011

年のアジェンダ協議で得られたフィー

ドバックの影響を強く受けているこ

とがご理解いただけるかと思います。

岸 上 日本公認会計士協会

（JICPA）もアジェンダ協議2011に

基本的には皆さんと同様のコメント・

レターを提出しましたⅰ。

３．アジェンダ協議2015

概 要

倉 持 次に、これから実施され

るアジェンダ協議2015の概要を教え

ていただけますか。意見募集、寄せ

られた意見のIASBにおける審議、

また、結果の公表のスケジュールも、

現時点で分かる範囲で具体的にお話

しいただけますか。

Shields アジェンダ協議の正式

な意見募集は2015年８月中旬に公表

することを目指していますⅱ。デュー・

プロセスにより、最低でも120日間

のコメント期間を設けることが要求

されていますので、コメント募集期

限は12月になると思います。その後、

すべてのコメント・レターを分析し、

2016年はじめからIASBで審議を行

い、2016年半ばにフィードバック・

ステートメントを公表することを目

指したいと考えています。

倉 持 当初は2015年末に意見募

集を開始する予定だったと思いますが、

なぜ、公表時期を早めたのでしょうか。

Shields 一番の理由は、IASBの

母体機関であるIFRS財団が実施す

るもう１つの意見募集と時期を合わ

せるためです。これは、正式には

「体制とその有効性に関するIFRS財

団評議員会のレビュー（以下「評議

員会のレビュー」という。）」ⅲと呼

ばれ、IFRS財団やIASBの組織のあ

り方、大局的な戦略等について、

IFRS財団評議員会が意見募集する

ものです。IASBのアジェンダ協議

と評議員会のレビューには、関係す

る論点を取り扱っている箇所がいく

つかあり、相互に参照されています。

そのため、これら２つの意見募集を

ほぼ同時期に公表したほうが私たち

にとっても関係者にとっても有用で

あると考えました。

具体的な質問

倉 持 IASBは、アジェンダ協

議の中で具体的にはどのような質問

をする予定なのでしょうか。

Shields まず最初に全体のリソー

ス配分、バランスをどう取るかとい

う質問をします。現在のIASBの活

動は、大まかに、①調査研究、②個

別基準プロジェクト、③概念フレー

ムワーク、④開示に関する取組み、

⑤会計基準の適用及び維持の５つの

項目に分類できます。これらの活動

に対する全体のリソース配分を決定

するにあたり、IASBはどういった

要素を考慮すべきかが最初の質問です。

次の質問は調査研究に関するもの

ですが、具体的な質問に入る前に、

IASBの基準設定プロセスについて

会計・監査ジャーナル No.723 OCT. 2015 39

新たな

アジェンダの提案

アジェンダ協議

IFRS

解釈指針委員会

適用後レビュー

その他

調査研究

問題の分析

問題の解決方法の

検討

個別基準プロジェクト

具体的な解決方法の

提案

基準設定

会計基準の

適用及び維持

既存の会計基準の

改訂または解釈

IASBエグゼクティブ・テクニカル・ディ

レクター HughShields氏



会計

����������������������������������������������������

ご説明したいと思います。以下の図

をご覧ください。

IASBはアジェンダ協議の実施に

あたり、これまで会計基準アドバイ

ザリー・フォーラム（ASAF）、評

議員会、そして、特にIFRS諮問会

議と協議を重ねてきました。IFRS

諮問会議からは、アジェンダ協議に

あたり、IASBの基準設定プロセス

が現在どのように行われているのか

を明確に説明すべきであるとの指摘

を受けました。そのため、今回の意

見募集の文書の中で、IFRSの基準

設定プロセスの説明を行っています。

前回のアジェンダ協議を行った際に

は、調査研究は正式には行われてい

ませんでしたので、調査研究の内容

についてよく説明し、現在進行中の

調査研究プロジェクトを列挙してい

ます。その上で、具体的な質問とし

て、現在進行中の個々の調査研究プ

ロジェクトの中で優先的に取り扱う

べきものは何か、削除すべきものは

あるか、追加で調査研究を開始すべ

きトピックはあるかといった質問を

します。

次に、現在進行中の個別基準プロ

ジェクトに対する意見について質問

します。なお、リースや保険契約、

また、概念フレームワークなどの主

要な個別基準プロジェクトを中断す

るということはありませんので、こ

れらのプロジェクトをアジェンダか

ら外すべきかといった質問は予定し

ていません。

さらに、IASB及び解釈指針委員

会が、既存の会計基準の適用及び維

持を適切に行っていると考えられる

かを質問します。

また、IASBの基準設定のスピー

ドが全体として適切か、そのほかに

も、IASBの作業計画について自由

に回答していただける質問も含める

予定です。

アジェンダ協議のサイクルについ

ても質問する予定です。現行のデュー・

プロセス上、IASBは３年ごとにア

ジェンダ協議を実施することが求め

られています。基準設定において３

年というのはかなり短いですし、ア

ジェンダ協議を実施する上で難しい

点の１つに、アジェンダ協議のサイ

クルよりも個別基準の設定に必要な

時間のほうが長いということがあり

ます。IASBは、３年前のアジェン

ダ協議で示された優先事項にいまだ

に取り組んでいます。同様に、今回

のアジェンダ協議を経て決められる

優先課題に対して、３年後も作業を

続けていることでしょう。このよう

な理由から、「アジェンダ協議のサ

イクルは５年とすべきか」といった

質問を含める予定です。

倉 持 最初の質問はリソース配

分に関するものでしたが、関係者が

IASBに取り組むべき課題を提起す

ると、「リソースの制約が……」と

いう話が出てくることがあります。

リソースの制約を具体的に示すこと

は非常に難しいとは思いますが、ア

ジェンダ協議に回答する際、回答者

は、リソースの制約条件をどのよう

に考えればよいのでしょうか。

Shields 制約にもいくつかの側

面がありますが、最も重要なのは、

関係者にとってIASBが公表する公

開草案や設定する基準が多すぎない

かという点です。IASBが公表する

公開草案に対して、関係者はその内

容を慎重に吟味してコメントを送付

します。また、会計基準を最終化し

た際、作成者はその新しい会計基準

を適用しなければなりません。前回

のアジェンダ協議でも、基準設定の

静止期間、安定期間を設けるべきと

いう意見が多く聞かれました。過去

１年間に重要な公開草案や最終基準

がいくつか公表されましたし、今後

も、近々、公表が予定されています。

さらに、会計基準の限定的な改訂も

公表されますし、進行中の調査研究

プロジェクトに関連してディスカッ

ション・ペーパーも公表されます。

こういった点を踏まえ、作成者等の

利害関係者が現状を上回る量や頻度

のIASBの公表文書に対応が可能な

のか、配慮しなければならないと考

えています。現在のIASBの公表文

書の量や頻度は、利害関係者が受け

入れられる限界に近いのではないか、

と私たちは考えています。

Lloyd アジェンダ協議の文書で

は、IASBがどの程度の作業量に対

応できるのか説明した上で、どのよ

うな新しいプロジェクトに対応すべ

きか、また、他のプロジェクトを優

先するために中止すべきものがある

かなど、利害関係者の意見を聞きた

いと考えています。１つの尺度とな

るのは現在進行中及び計画されてい

るプロジェクトです。IASBの既存

のリソースで、現在進行中及び計画

されているプロジェクトに取り組む

ことは可能です。仮に、新たなプロ

ジェクトにリソースを割くのであれ

ば、既存のプロジェクトに配分され

ているリソースを減らす必要があり

ます。どのようなプロジェクトが現

在進行中及び計画されているのかを

明らかにした上で、関係者にとって

既存のプロジェクト以上に重要な取

り組むべきテーマがあるかを質問し

たいと思います。

Shields 私たちは適切なバラン

スを取りたいと考えています。IFRS

諮問会議からの最近のフィードバッ
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クの中に、アジェンダ協議は、ある

程度、自由に回答できるようにすべ

きだが、新たなプロジェクトを行う

場合は、既にアジェンダに含まれて

いる既存のプロジェクトに使えるリ

ソースが減るという影響について、

現実的にならなければならないとい

うものがありました。

岸 上 優先順位について質問す

るということですね。

Shields おっしゃるとおりです。

まさに、アジェンダ協議によって関

係者にとっての優先順位を明らかに

したいと思います。利害関係者にとっ

て優先順位が高い、何か大きなプロ

ジェクトをアジェンダに追加するの

であれば、他のプロジェクトの優先

順位を下げるか、時期を遅くすると

いったことを理解いただかなくては

なりません。各関係者が優先順位を

どう考えているのか、広く意見を聞

きたいと思います。

「翻訳及び文化的相違の影響」

岸 上 「調査研究の機会」につ

いてのIASB文書ⅳの中に、翻訳と文

化の相違の影響という項目がありま

した。日本は英語が母国語ではあり

ませんし、西洋の文化とは異なる文

化に身を置いていると感じることも

あります。そこで、この点について、

どのような考えをお持ちなのかを簡

単にご説明いただけますか。

Shields まずは、背景からご説

明したいと思います。この「調査研

究の機会」という文書は、IASBが

外部の関係者に調査研究を要請する

ための文書です。IASBは基準設定

において、外部の関係者との連携を

強化したいと考えています。この調

査研究は、主に学術研究を念頭に置

いていますが、必ずしも学者の方々

の学術研究だけに限るものではあり

ません。私たちが関心を抱いている

研究テーマとしてこの文書で挙げた

テーマの１つが、この翻訳と文化の

相違の影響です。欧州での例として、

「適正な表示（fairpresentation）」

という用語を考えてみたいと思いま

す。これは、イギリスでは「真実か

つ公正（trueandfair）」と呼ばれる

ことがあります。これを別の言語に

翻訳しようとすると、異なる意味を

持つさまざまな用語に翻訳される可

能性があります。例えば、これに相

当するドイツの用語又はフランスの

用語を再度英語に翻訳した場合、必

ずしも同じ用語には翻訳されません。

私たちは、特定の用語が他の言語に

どのように翻訳されるのかによって、

解釈に影響が及ぶか、場合によって

は誤った解釈が行われる可能性があ

ると考えています。

倉 持 似た例にスチュワードシッ

プがありますね。単語自体は翻訳で

きたとしても、意図するところを理

解するのはとても難しいです。

Shields そうですね。用語の中

には、別の言語に翻訳するのが非常

に難しいものがあります。もし、研

究者の方々の中でそういった研究を

行っている、あるいは、研究を行う

ことを検討している方がいれば、是

非、その研究について聞かせていた

だきたいと考え、IASBはこのテー

マを「調査研究の機会」の文書に含

めました。

岸 上 「調査研究の機会」の文

書にこのようなテーマが含められる

ことを嬉しく思います。日本人にとっ

て、英語の文書を理解するのは難し

い場合があるのです。

Lloyd 全世界のさまざまな国・

地域で適用しなければならない要求

事項を作成することは、容易なこと

ではないと私たちは考えています。

Shields これについてはIASBの

会議でも議論になることがあります。

特にブラジル出身のIASB理事であ

るGomes氏が、「この用語をポルト

ガル語に翻訳することはできない」、

「ポルトガル語ではこの２つの用語

を区別することはできない」といっ

た発言をよくします。私たちも注意

しなければなりません。

岸 上 アルファベットを使う言

語でも難しいのですから、全く違う

文字を使っている場合はもっと大変

なのをお分かりいただけると思いま

す。

Shields 日本語への翻訳は間違

いなく容易ではないでしょうね。

アジェンダ協議と評議員会のレビュー

の関係

倉 持 アジェンダ協議と評議員

会のレビューの２つの協議で関係す

る論点を取り扱っている箇所がある

とおっしゃいました。これについて、

具体的に教えていただけますか。

Shields 評議員会のレビューに

は、「IASBは民間の非営利セクター

のための会計基準も開発すべきか」、

「IASBはより幅広い企業報告の進展

に積極的な役割を果たすべきか」と

いった質問が含まれます。これらの
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質問をアジェンダ協議で繰り返すこ

とはしませんが、IASBのリソース

の制約に影響を及ぼす可能性もあり

ますので参照されます。また、後者

は、代替的な業績測定指標ⅴ（例：

EBITDA）や財務諸表の枠外で開示

される非財務情報に関連するもので

すが、代替的な業績測定指標は既存

のIASBのプロジェクト（開示に関

する取組み）の中で既に取り扱われ

ており、アジェンダ協議の範囲に入

ります。このように、２つの協議で

関係する箇所がありますので、２つ

の文書を同時期に公表し、相互の関

係を明らかにすることで利害関係者

を混乱させないようにしたいと考え

ています。

適用上の問題

倉 持 アジェンダ協議2011に対

する回答者からのフィードバックを

受けて、解釈指針委員会は、適用上

の課題に、より一層注力するように

なりました。解釈指針委員会で審議

される基準の狭い範囲の改訂や年次

改善は、適用上の課題に比較的迅速

に対応できる効果的な手段であると

思います。しかし、基準の狭い範囲

の改訂や年次改善は、既存の基準の

ごく一部の文言にのみ修正を加えま

すので、必ずしも根本的な解決策に

はならないケースもあるかと思いま

す。適用上の問題が明らかになった

ときに、狭い範囲の改訂で迅速に解

決すべきか、あるいは、時間をかけ

てでも調査研究プロジェクトに戻り

検討し直すべきなのか、適切な解決

策を判断することは難しいと思いま

す。適用上の問題に対する解決方法

を決めるにあたり、このような側面

をどのように考えていますか。

Lloyd 既存の会計基準の適用上

の問題が明らかになった際に、その

解決方法として何が最善の方法であ

るのか判断することは容易なことで

はありません。私たちは、生じてい

る適用上の問題に対して迅速に対応

することと、その結果として基準に

断片的な修正を行い、後になってそ

れが最善のアプローチではなかった

と気付くリスクとの間で常にバラン

スを取ろうとしています。

この点に関して、今回の意見募集

に具体的な質問を含めて関係者の意

見をうかがいたいと思っています。

IFRS第５号「売却目的で保有する

非流動資産及び非継続事業」に対し

ては、さまざまな質問が解釈指針委

員会に寄せられ続けています。解釈

指針委員会は、個々の質問に対して、

その都度、基準の狭い範囲の改訂等

の対応を行ってきましたが、このま

まIFRS第５号に対して断片的な修

正等を続けるのか、それとも断片的

な修正を続けることは中断し、これ

らの問題すべてを包括的に扱う

IFRS第５号の根本的な見直しを行

うべきか、関係者の意見を聞く段階

にあることは明らかだと思います。

同様の状況にあるのが持分法会計で

す。このようなトピックに対して、

どういった対応を取ることが望まれ

るのか、関係者の意見を聞きたいと

思っています。

倉 持 このようなケースでは、

関係者のニーズをしっかり理解した

上で対応方法を決めることが重要で

すね。

Lloyd はい。迅速に解決するこ

とが何より重要という意見なのか、

今、答えを出して、そう遠くない将

来にその答えを取り消すようなこと

がないよう、時間がかかったとして

も根本的な解決策を示したほうがい

いという意見なのか、ご意見をいた

だきたいと思います。

岸 上 これは争点になることが

多いのですね。

Lloyd このバランスを取るのは

難しいことです。そしてこういった

決定が、作成者や財務諸表利用者に

影響を及ぼしますので、よくご意見

をお聞かせいただきたいと思います。

４．業種別会計とIFRS

倉 持 続いて基準の適用に関連

して、金融商品会計、さらには業種

別会計についてお話をうかがいたい

と思います。IASBは、2014年にIFRS

第９号「金融商品」の大幅な改訂を

終え、金融機関は適用に向けた本格

的な準備を始めています。また、

IASBは、IFRS第９号の改訂の中で

も特に重要な変更である、金融商品

の減損に関する予想信用損失モデル

についての適用上の課題を検討する

ため、金融商品の減損に関する移行

リソースグループ（ITG）を設置し、

金融商品の専門家による議論が行わ

れています。なお、IFRSは業種別

会計という考え方を取っておりませ

んので、この新しい金融商品の減損

を含むIFRS第９号は、金融機関の

みならず一般事業会社にも適用され

ることとなります。日本基準や米国

会計基準と異なり、IFRSは業種別

会計という考え方を取っていないと

いう点は日本の関係者には分かりに

くい点かもしれません。岸上さん、

この点についてどのようなご意見を

お持ちですか。

岸 上 まずは、業種別会計につ

いて少し整理したいと思います。米

国会計基準は業種ごとのルールがあ

る場合があると理解しています。日

本では、従わなければならない業法

による報告が必要な業種があります。

例えば、銀行業に適用される業法の

会計・監査ジャーナル No.723 OCT. 201542



会計

����������������������������������������������������

ルールがあり、日本の財務報告であ

る有価証券報告書ではその使用を認

めていますので、日本基準も事実上

は業種別のルールがある部分がある

ということになります。しかし、

IFRSは原則主義であり、業種ごと

の会計基準を作らず、取引ごとの基

準としているものと理解しています。

そこで、バランスをどのように取っ

ているのかをうかがいたいと思いま

す。例えば、金融商品の専門家では

ない私にとって、金融商品に関する

会計基準のすべてを理解することは

困難です。IASBが、すべての企業

がこの会計基準を適用すべきだといっ

た場合、私を含む一部の人は怖気づ

くと思います。IASBは一定の条件

の下で簡便法を認めており、このよ

うな措置は非常にありがたいと思い

ます。IASBとして、そうした業種

特有の疑問や論点にどのように対応

するのか、意見をお聞かせ願えます

か。

Lloyd ご理解のとおり、IASBは、

特定の業種に固有の会計基準は作ら

ず、取引の種類という観点を重視し

て会計基準を設定しています。例え

ば、IFRS第９号は金融商品を有す

るすべての企業に適用され、減損の

予想信用損失モデルも金融商品を有

するすべての企業に適用されます。

これは、特定の種類の金融商品を保

有しているならば、どのような種類

の企業であれ、特定の会計処理によ

り有用な情報が提供されるとIASB

が考えているためです。ただし、簡

便法や適用免除を含めることがあり、

これらの簡便法や適用免除は、特定

の種類の企業が使用することを想定

している場合があります。先ほどおっ

しゃったのは、営業債権やリース債

権に適用される減損の予想信用損失

モデルの簡便法のことだと思います。

この簡便法は、一般事業会社が営業

債権やリース債権に適用することを

IASBは想定しており、銀行が適用

することは想定しておりません。

IASBは、業種を定義して会計基準

の適用範囲を決めるのではなく、特

定の種類の報告企業により多く適用

されるであろう特定の簡便法や適用

免除を定める（例：一般事業会社が

保有する営業債権に対して減損の予

想信用損失モデルの適用に関する簡

便法を設ける）ことで業種間の違い

に対応しようとしています。

IASBは最近、料金規制事業につ

いての検討を行っていますので、

IASBが、業種別会計を定めるアプ

ローチに移行する可能性はあるのか、

もしかしたらご関心をお持ちなのか

もしれません。現在、IASBが検討

を進めている料金規制事業の会計基

準は業種別会計基準なのでしょうか。

私の考えでは違うと思います。特定

の種類の企業が料金規制事業の会計

処理を使用する傾向にあるというこ

とはあると思いますが、この場合も

取引の種類を考慮するというIASB

のアプローチから外れたものではな

いと私は考えています。というのも、

IASBが特定しようとしているのは、

料金規制事業の会計処理を適用する

企業の種類ではなく、料金規制事業

の特徴を有する特定の種類の契約と、

それに対する会計処理だからです。

このようなアプローチを採用してい

る理由の１つは、企業の種類ではな

く取引の種類に注目することにより、

企業の種類を定義するという複雑な

作業を行う必要がなくなるためです。

例えば、現在、規制目的会計におい

て、銀行取引のような取引を多く行

うようになりつつあるノンバンクに

対してどのように対応すべきか、さ

まざまな議論が行われていますが、

どういった企業をノンバンクと定義

するかは難しい問題です。

倉 持 業種を超えたビジネスの

多角化も進んでいますので、今後、

企業を業種で分類することはますま

す難しくなるでしょうね。これに関

連して、IFRS第９号の発効日の延

期についてうかがいたいのですが、

IASBは現在、保険会社に関して

IFRS第９号の適用を延期すること

を検討していると思います。その際、

保険会社はどのように定義するので

しょうか。なかなか難しいのではな

いでしょうか。

Lloyd それに関する議論はまだ

初期の段階ですが、確かに難しい問

題です。現在、保険契約に関する新

しい基準の設定に合わせて、特定の

種類の企業に関してIFRS第９号の

適用を延期するか、何か別の支援策

を考える必要があるかを検討してい

ます。しかし、それがなぜこれほど

複雑なのかは、まさにIASBが業種

に固有の会計基準を設定するアプロー

チを取っていないからなのです。新

しい保険契約の会計基準の適用のタ

イミングに合わせて、特定の種類の

企業がIFRS第９号の延期を必要と

しているものの、保険契約に関する

新しい基準とIFRS第９号は企業の

種類ではなく、取引の種類に適用さ

れるものであるため、そこに難しさ

があるのです。特定の状況に関して

IFRS第９号の発効日を延期すべき

かどうかに関して、IASBが検討し

ているのは、企業が多くの保険契約

を有する状況があるかどうかです。

そして、IASBが何か措置を講じる

とすれば、それは、企業がいわゆる

保険会社であるかどうかではなく、
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締結している保険契約の規模を検討

することになると思います。いずれ

にせよ容易ではありませんが。

マクロヘッジ会計

岸 上 マクロヘッジについてう

かがってもよろしいですか。

Lloyd 私が大変興味を持ってい

る分野です。

岸 上 私は金融の専門家ではあ

りませんので、マクロヘッジは理解

するのが最も難しい分野です。マク

ロヘッジ会計についてIASBはどの

ような方向に進むことを考えている

のか、また、金融機関以外の企業や

中小の金融機関から何か反応は寄せ

られているのか教えていただけます

か。日本では、大手銀行は少なくと

もマクロヘッジについて理解できて

いるのではないかと思います。しか

し、日本には多くの中小金融機関が

あります。そうした中小金融機関は

マクロヘッジの理解が困難かもしれ

ません。欧州や世界の状況はどうなっ

ているのでしょうか。そのような金

融機関からのフィードバックはある

のでしょうか。

Lloyd おっしゃるとおり、マク

ロヘッジは非常に複雑な分野であり、

マクロヘッジへの対応の要請の多く

は大手金融機関からだったかと思い

ます。しかし、おそらく、中小金融

機関も金利リスクは動的に管理して

いるため、無関係とはいえないかも

しれません。マクロヘッジも、特定

の企業のための会計ではなく、特定

の種類の活動、すなわち、動的リス

ク管理のための会計アプローチです

ので。

岸 上 すべての企業が対象であ

るということになるのでしょうか。

Lloyd そうなるかもしれません。

しかし、ヘッジ会計はこれまでも任

意適用でしたので、当然のことなが

ら、マクロヘッジ会計の適用を任意

にするか、強制にするかということ

が検討されることになります。マク

ロヘッジ会計の潜在的な複雑性に関

してはかなりのフィードバックが寄

せられています。そのため、任意適

用のほうが適切なのかもしれません

が、これはまだ決まったことではあ

りません。

動的リスク管理を行う金融機関以

外の企業からもフィードバックが寄

せられています。例えば、コモディ

ティ・リスクを管理している事業会

社です。これらの企業からのフィー

ドバックは銀行業界からのフィード

バックと比べてかなり少なかったの

ですが、マクロヘッジのような会計

アプローチは有用かもしれないとの

意見も寄せられました。しかし、

IFRS第９号のヘッジ会計の改善で

十分であり、それ以上は必要ないと

の意見も多く寄せられました。

IASBはこのプロジェクトに対し

て、まず、金利リスクの管理を分析

するところから始めています。それ

に対してどのように対応するかを決

めた後で、他のリスクについても検

討する予定です。そのため、事業会

社に関連する論点を検討するのは先

になるのではないでしょうか。ただ、

最も重要なのは任意適用にするか強

制適用にするかという点だと思いま

す。これは、岸上さんのおっしゃっ

た中小金融機関にとっても重要な点

だと思います。

５．のれんの会計処理

倉 持 次に、今回のアジェンダ

協議においても日本の関係者の関心

が高いと考えられる、のれんの会計

処理のIASBにおける現在の検討状

況についてお話をおうかがいしたい

と思います。

岸 上 そうですね。のれんの会

計処理についてですが、日本の公認

会計士の間では意見が分かれていま

すが、多数派の意見としては「償却」

だと思います。

とはいえ、日本基準ではのれんの

償却を行っていますが、最も難しい

のはその償却期間の決定です。「効

果の及ぶ期間」の決定は、過去の経

験や市場データ等があれば別ですが、

実務的に困難な場合が多いです。日

本基準では、のれんの耐用年数を決

定するにあたり、企業結合の対価の

算定の基礎とした投資の合理的な回

収期間を参考にすることも可能であ

ることになっています。このように

耐用年数が決定された場合、利益を

上げている事業の耐用年数は短くな

り、利益のない事業の耐用年数は長

くなるため、疑問を持つことがあり

ます。しかし、一方で、取得から何

年もたってからも減損の検討を毎期

実施すること、監査することも実務

的に困難で、それを考えると、のれ

んの償却が望ましいとも思います。

企業会計基準委員会（ASBJ）、欧州

財務報告諮問グループ（EFRAG）、

米国財務会計基準審議会（FASB）

をはじめとする各国の基準設定主体
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又は各地域の会計グループがのれん

の会計処理に関する調査研究を実施

したと聞いています。現在、IASB

はこれについてどのような考えを持っ

ているのでしょうか。

Lloyd のれんの会計処理は、企

業結合の適用後レビューにおいて提

起された重要なトピックです。おっ

しゃったように、のれんの会計処理

についてはさまざまな意見がありま

す。償却を再導入すべきだとの意見

もありますが、これが利害関係者の

共通した意見というわけではありま

せん。のれんの減損のほうがより多

くの情報を提供するという学術研究

もありました。IASBはのれんに関

する調査研究プロジェクトを開始し

ました。まだ初期の段階で、今後ど

うすべきかについて分析を行ってい

る途中ですが、２つの点から検討を

行っています。まず、のれんの減損

テストの有効性と複雑性に関する調

査研究です。これは、のれんの減損

テストが難しいとの声や、実務で、

どの程度、適切に適用されているの

かに関して疑問が多く聞かれたため

です。次に、のれんの事後的な会計

処理、すなわち減損のみのアプロー

チとすべきか、償却及び減損のアプ

ローチにすべきかを検討しています。

この調査研究では、学術研究で減損

のみのアプローチにより得られると

された情報を失うことなく、のれん

の会計処理のコストを低減すること

ができるのか、また、どのように低

減することができるのかを検討する

予定です。調査研究はまだ初期の段

階ですので、現時点でどのような方

向に向かうのかをお伝えすることは

できませんが、プロジェクトを前進

させるために、これらの２点にフォー

カスすべきであるとIASBは考えて

います。

６．業績報告

倉 持 次に、損益計算書におけ

る利益情報についてもお話をうかが

いたいと思います。冒頭でお話しい

ただきましたとおり、前回のアジェ

ンダ協議では当期純利益の概念と

OCIのリサイクリングに関して日本

からも問題意識が示され、IASBで

検討が行われました。こちらは2015

年５月に公表された「財務報告に関

する概念フレームワーク」の公開草

案ⅵの最終化の過程でさらなる議論

が行われることと思います。当期純

利益に加えて、営業利益のような段

階利益のあり方についても内外の関

係者の方々から問題意識をうかがい

ます。日本基準では、営業活動の成

果としての利益計算を目的とした営

業利益の開示が一律に求められ、時

系列でも企業間でも比較可能となっ

ています。他方、IFRSには営業利

益のような段階利益の開示は明示的

には求められておらず、企業業績の

理解に資するのであれば、各社独自

の段階利益を開示することを許容し

ています。その結果、企業の実態を

踏まえた業績を示す利益が開示され

ているケースもあるかと思いますが、

企業間での比較可能性の達成は難し

く、また、一部では誤解を与えかね

ない段階利益の開示が行われるケー

スもあるようです。こういった点は

証券監督者国際機構（IOSCO）でも

各国の証券規制当局関係者の間で問

題意識が持たれていましたし、欧州

証券市場監督局（ESMA）も現在、

代替的な業績測定指標のガイドライ

ンの最終化に向けた検討を進めてい

ますⅶ。先ほど代替的な業績測定指

標はIASBの既存のプロジェクトで

検討が進められているためアジェン

ダ協議の範囲に入るというお話があ

りましたが、このあたりの検討状況

を説明していただけますか。

Shields 今年、公表が予定され

ている「開示原則」のディスカッショ

ン・ペーパーと、長期的な調査研究

プロジェクトいずれも関係してくる

と思います。まず、「開示原則」の

ディスカッション・ペーパーの中で、

代替的な業績測定指標の開示のあり

方を取り扱う予定です。IASBは

2015年６月の会議で、代替的な業績

測定指標と非財務情報について開示

原則との関連で議論を行い、業績測

定指標を財務諸表に適正に表示する

ための要件に重点を置くことをスタッ

フに指示しました。例えば、明確な

名称、一貫した定義の使用、業績測

定指標と財務諸表数値との調整の必

要性などです。これらは、2016年第

１四半期までに公表する予定の「開

示原則」のディスカッション・ペー

パーで取り上げることが見込まれま

す。

倉 持 統一的な営業利益のよう

な段階利益を定義すべきであるとい

う意見も一部にあるようですが、

「開示原則」ではそこまでの検討は

なされていないのでしょうか。

Shields「開示原則」においては、

営業利益の定義というところまでは

踏み込まないと思いますが、まだ初

期の段階ですし、ディスカッション・

ペーパーによる意見募集も行われま

すので現時点では分かりません。ま

ずは、利害関係者の意見を聞く必要

があります。

他方、長期的な調査研究プロジェ

クトのほうですが、これは2015年６

月のIASB会議の前まで「業績報告

プロジェクト」と呼ばれていたもの

です。IASBはこのプロジェクトの
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名称を「基本財務諸表（PrimaryFi-

nancialStatements）」と変更するこ

とを決定しました。このプロジェク

トでは、損益計算書の構成、どのよ

うな損益計算書項目がコア（本業に

関連）なのか、コアではないのかと

いった区別を検討することになりま

す。このプロジェクトでは損益計算

書をより体系的（Structured）にし

たいと考えています。また、情報の

集約及び分解、各基本財務諸表の間

の相互関係、さらに、概念フレーム

ワークとの関係といったことも検討

する予定です。

倉 持 以前、IASBはFASBと共

同で財務諸表の表示に関するプロジェ

クトに取り組んでいましたが、同じ

ような内容を扱うのでしょうか。

Shields 以前行われていた財務

諸表の表示に関するプロジェクトの

中でよく検討されていた部分もあり

ましたので、良い部分は使いたいと

思います。ただし、難しい問題もあ

りましたので、慎重にならなければ

ならない部分もあります。

まさにこの業績測定指標に関して、

比較的最近、Hoogervorst議長がス

ピーチを行いました。「MindtheGap

（Betweennon-GAAPandGAAP）

（会計基準に基づく情報とそれ以外

の情報の違いにご注意ください）」ⅷ

というタイトルでした。その中で、

「調整後営業利益」といった名称の

利益を業績測定指標として開示して

いる会社の中には、利益を増やす方

向にばかり「調整」を行っているケー

スがあると注意喚起していました。

我々はこういった問題が実際に生じ

ていることを認識していますので、

開示原則のディスカッション・ペー

パーで扱うことを検討しています。

具体的にどのような対応をとるのか

はまだ結論が出ていませんが、企業

自身がまず適正に開示をするという

ことを考えないといけないのだと思

います。

Lloyd これは大変複雑な問題で

す。というのも、企業が追加的に開

示している代替的な業績指標の中に

は有用なものもあり、有用なものと

誤解を招くものとを区別するのは容

易ではないためです。開示原則のディ

スカッション・ペーパーでは、こう

した追加の表示科目を特に損益計算

書の本体に表示する場合は適正に表

示し、過度に目立たせることがない

ようにすべきであると強調すること

になると思います。有用な指標の開

示をできるようにしつつ、誤解を招

く指標の開示は取り締まるようなバ

ランスの取れた具体的な規則を策定

するのは容易ではありません。

Shields この問題のもう１つの

側面は、財務諸表の目的適合性です。

これについては、評議員会のレビュー

の意見募集の中に直接関係する記述

があります。代替的な業績測定指標

や非財務情報の増加は、会計基準が

求める財務諸表だけでは自社の真の

財政状態及び経営成績に関する情報

を提供できていないと企業が考えて

いるからではないかと、一部の利害

関係者はみています。仮にそうであ

るのであれば、それについても検討

しなければなりません。

Lloyd すべての代替的な業績測

定指標に問題があるわけではありま

せん。むしろ、有用な情報を提供し

ているケースもあります。財務諸表

はコミュニケーションの手段であり、

目的適合性が重要です。IFRSに基

づく財務諸表が準拠だけを目的とし

たものになってほしくはないと思い

ます。他方、財務諸表は比較可能で

なければなりませんし、誤解を招く

ものであってもなりません。バラン

スが大事です。このように、「開示

原則」のディスカッション・ペーパー

は、非常に重要なものですので、利

害関係者の皆様からご意見を聞かせ

ていただきたいと思います。

電子開示

倉 持 個人的な意見ですが、各

企業が実態に即した目的適合性の高

い情報を提供し、かつ、比較可能性

も確保するといったことを考えたと

きに、将来的な財務報告の電子開示

の進展にも可能性があるのかもしれ

ません。評議員会のレビュー文書の

中で、テクノロジーが財務報告に及

ぼす影響に関して質問がありました

ね。

Shields テクノロジーが財務報

告に及ぼす影響については、IFRS

諮問会議のトピックとしてたびたび

取り上げられており、新しい技術開

発に関連した作業プログラムを

IASBは検討すべきであるとの意見

も聞かれます。電子開示の利点は、

利用者の情報へのアクセスを改善し、

財務報告を容易に比較できるように

することだと思います。

７．収益認識基準

倉 持 基準の適用支援のあり方、

さらには、国際的なコンバージェン

スの流れを考える上で、収益認識基

準は重要なテーマだと思いますので

最新の動向についてお話をおうかが

いしたいと思います。

IASBとFASBは、共同プロジェク

トの成果として、昨年、単一の収益

認識基準を公表しました。収益は損

益計算書のトップラインであり、財

務報告において非常に重要な要素で

すので、コンバージェンスが達成さ

れたことは国際的な会計基準設定の
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流れの中で大きな成果だったといえ

ると思います。その後、収益認識基

準の実際の適用に伴う課題について

議論を行う移行リソース・グループ

（TRG）が適用に関する論点をIASB

側とFASB側の合同会議で審議して

います。この審議を踏まえ、非常に

細かい部分ではありますが、IASB

の収益認識基準とFASBの収益認識

基準の間で差異が生じる可能性が出

てきており、また、収益認識基準の

適用が１年延期されることとなりま

した。関係者の意見を聞き、基準の

適用を支援することは、前回のアジェ

ンダ協議で示された重要な点です。

他方、最終化した基準の適用に関す

る議論をいつまでも続ければ、基準

を適用する環境がなかなか整わない

と思います。また、単一の高品質か

つグローバルな基準を策定するとい

うIASBの基本的な目標を踏まえれ

ば、米国会計基準とのコンバージェ

ンスを保つことも重要だと思います。

そこで質問ですが、TRGは今後も収

益認識に関連した適用上の論点につ

いての議論をいつまでも続けるので

しょうか。TRGが議論を続けること

により、会計基準の適用をサポート

し続けるというメリットがある半面、

最終化した基準を適用する環境がな

かなか整わない、また、議論の内容

によってはIFRSと米国基準の間に

新たな基準差異を生じさせる可能性

もあるかもしれません。

Shields TRGはIASBとFASBが合

同で実施していますが、今のところ

TRGを終了するという決定は下され

ていません。今後、2015年７月と11

月にそれぞれ会議を行う予定です。

ただ、いつまでも質問が寄せられ

TRGが議論を続けると、収益認識基

準を適用する環境が整わないため、

IASBもFASBもいまだに議論されて

いない質問を早めにTRGに提出する

よう関係者に促しており、可能であ

れば残り２回の会議で検討を終える

ことができればと考えています。

倉 持 これもバランスの問題で

すね。基準の適用の支援は重要です

が、企業も基準を適用する環境が安

定することを望んでいますので。

Shields そうですね。適切なバ

ランスが必要です。なお、現在、検

討が行われているIFRSと米国基準

で差異になりうる項目は、収益認識

基準全体からみて極めて限定的なも

のです。

倉 持 仮に一部であっても、

FASBが米国の収益認識に対して、

より詳細な指針を策定した場合、

IFRSの収益認識基準を用いる作成

者はFASBの指針も参照すべきかど

うか疑問に思うかもしれません。こ

のような差異がIFRSと米国基準の

間で生じた場合、IFRSの財務諸表

作成者は差異をどのように理解すべ

きなのでしょうか。

Shields 現時点では、まだ両審

議会は改訂を提案している段階です。

IASBもFASBも、すべての改訂は公

開草案を経ることになりますので、

まずは利害関係者がどのように思う

かを聞くことになります。その結果、

FASBがいくつかの分野でIFRSとは

わずかに異なる指針を策定する可能

性もあります。他方、IFRSと米国

基準の収益認識基準は完全に同じで

なければならないという意見が寄せ

られるかもしれません。特定の分野

に関してFASBが改訂を行い、IASB

が改訂を行わないことを決定した場

合でも、利害関係者に対しては、な

ぜそれぞれの決定に至ったのか、こ

のような差異をどのように考えるべ

きかについて結論の根拠で明確に説

明します。

倉 持 分かりました。コンバー

ジェンスに関してですが、FASBの

理事であるLinsmeier氏とSiegel氏が、

収益認識基準に差異が生じることは

問題だと発言しました。IASBと

FASBの両審議会は、コンバージェ

ンスを達成した基準を維持するため

に、今後も建設的な協力を行ってい

く必要があると考えているのですか。

日本の関係者にとっては、IASBと

FASBが別々の方向に進もうと考え

ているのか、コンバージェンスを維

持したいと考えているのかは重要な

問題です。

Shields どちらの審議会もコン

バージェンスの維持は重要だと考え

ています。

Lloyd 私たちはコンバージェン

スを達成した基準を開発するために

多くの時間を費やしてきました。そ

れを簡単に変えてしまうとは思いま

せん。IASBとFASBは協力してコン

バージェンスを保とうと努めていま

す。

岸 上 日本では、上場企業は米

国会計基準、IFRS、日本基準、そ

して、もうすぐ新しい修正国際基準

（JMIS）を使うことができることに

会計・監査ジャーナル No.723 OCT. 2015 47

IASB客員研究員 倉持亘一郎氏



会計

����������������������������������������������������

なります。そのような状況の下、日

本基準の収益認識基準に関する議論

が始まりました。本当に初期の段階

です。収益認識基準に関しては、少

なくとも上場企業は、IASBと同じ

基準を目指すべきだと思います。現

状、日本基準は、実現主義という考

え方であり、工事契約など、一部の

領域を除き、詳細な収益認識基準は

ありません。数年前にJICPAは、日

本の実務と現行のIAS第18号を適用

した場合を比較した研究報告を公表

しています。このような背景で、

IFRS第15号の影響を知るための議

論がASBJで始まっているのです。

倉 持 収益認識基準に関しては、

単一のグローバルな基準に向けた大

きな一歩になるかもしれませんね。

Lloyd そうですね。

Shields 基準の文言に差異が生

じたとしても、実際の適用も異なる

のかというとこれはまた別の問題で

す。収益の議論で頻繁に登場する言

い回しが、「文言が少し違っても、

結果は同じになる」というものです。

ですから結論の根拠を読むことが重

要だと思います。

岸 上 とても大事なメッセージ

ですね。

倉 持 今回の改訂について、仮

に、FASBとIASBで異なる結論に至

り、改訂が行われたとしても収益認

識のコンバージェンスは99％達成さ

れたままだという意見を聞きますが、

そうお考えですか。

Shields そう思います。今検討

されているのはとても軽微な改訂で

すので。

倉 持 日本の関係者の皆様にメッ

セージをいただけますか。

Lloyd 日本の利害関係者の皆様

のIFRSに対するご支援にまず感謝

申し上げたいと思います。また、日

本を訪問した時には、いつもその見

識、会計基準に対する関心の高さに

感銘を受けます。今日は、これから

公表されるいくつかのとても重要な

文書、特に、アジェンダ協議と開示

原則のディスカッション・ペーパー

についていろいろとお話をしました。

IASBの今後の活動に影響するとて

も重要な文書ですので、日本の皆様

から是非、ご意見をお寄せいただき

たく思います。

Shields 日本の皆様からのご支

援と、IFRSに対する高い関心に大

変感謝しています。日本における任

意適用の拡大はとても励みになりま

す。今回のアジェンダ協議に対して、

日本の関係者の皆様からも幅広いご

意見をうかがえればと考えています。

岸 上 本日はインタビューの機

会をいただき、ありがとうございま

した。

〈注〉

ⅰ 日本公認会計士協会、「アジェ

ンダ協議2011－意見募集」に対す

る意見、2011年11月

（日本公認会計士協会ウェブサ

イトhttp://www.hp.jicpa.or.jp/spe

cialized_field/files/4-11-0-2_e-201

11130.pdf 参照）

ⅱ IASB,RequestforViews・2015

Agenda Consultation・, August

2015.（IFRS財団及びIASBウェブ

サイトhttp://www.ifrs.org/Curre

nt-Projects/IASB-Projects/IASB-a

genda-consultation/2015-agenda-c

onsultation/Documents/Request％

20for％20Views_Agenda％20Cons

ultation_AUG％202015.pdf 参照）

ⅲ IFRS Foundation,Requestfor

Views・Trustees'ReviewofStruc-

tureandEffectiveness:Issuesfor

theReview・,July2015.（IFRS財

団及びIASBウェブサイトhttp://

www.ifrs.org/About-us/IFRS-Fou

ndation/Oversight/Trustees/Docu

ments/WEBSITE_IFRS-Foundation

-Trustees-Review％20-of-Structure

-and-Effectiveness_JULY-2015.pdf

参照）

ⅳ IASBの文書「調査研究の機会」

では、国際的に適用することが可

能な基準を設定するにあたり、言

語及び文化的な側面が課題となり、

かつ、英語の微妙なニュアンスが

うまく翻訳されないことがあるこ

とをIASBは認識していると述べ

られている（IFRS財団及びIASB

ウェブサイトhttp://www.ifrs.org

/IFRS-Research/Research-opportu

nities/Documents/IASB-Research-

opportunities-October-2014.pdf

参照）。

ⅴ 2015年６月のIASB会議では、

「代替的な業績測定指標（APM）」

という用語の定義付けは困難であ

るため、代わりに、「開示原則」

のディスカッション・ペーパーで

は、いかにして業績指標をより一

般的に財務諸表で適正に表示でき

るかの説明に焦点を置くべきであ

るとしたとされる（IASBUpdate,

June2015.IFRS財団及びIASBウェ

ブサイトhttp://media.ifrs.org/20

15/IASB/June/IASB-Update-Jun

e-2015.pdf 参照）。

ⅵ IASB,ExposureDraft,・Concept

ualFrameworkforFinancialRe-

porting・,May2015.（IFRS財団及

びIASBウェブサイトhttp://www.
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ifrs.org/Current-Projects/IASB-Pr

ojects/Conceptual-Framework/Doc

uments/May％202015/ED_CF_MA

Y％202015.pdf、和文http://www.

ifrs.org/Current-Projects/IASB-Pr

ojects/Conceptual-Framework/Doc

uments/June％202015/ED_Concep

tualFramework_JPN.PDF 参照）

ⅶ EuropeanSecuritiesandMarkets

Authority（ESMA）,・FinalReport：

ESMA GuidelinesonAlternative

Performance Measures・, June

2015.（ESMAウェブサイトhttp:/

/www.esma.europa.eu/system/file

s/2015-esma-1057_final_report_on

_guidelines_on_alternative_perfor

mance_measures.pdf 参照）

ⅷ HansHoogervorst,・Mindthe

Gap（Between non-GAAP and

GAAP）・,March2015.（IFRS財団

及びIASBウェブサイトhttp://

www.ifrs.org/Alerts/Conference/

Documents/2015/Speech-Hans-Mi

nd-the-Gap-speech-Korea-March-2

015.pdf 参照）

ロンドンの地下鉄では、「電車

とホームの間に広く開いていると

ころがありますのでご注意くださ

い。」という意味で、・Mindthe

gap（betweenthetrainandtheplat-

form）・という放送が流れる。
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